
 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

本地域の人口は、平成 22年 19,265人、平成 27年 17,510人と減少しており、生

産年齢人口は平成 22年 10,556人（54.8％）、平成 27年 9,026人（51.5％）と人数、

割合ともに減少傾向にある。また、就業状況は 1次産業 8.8％、2次産業 29.2％、3

次産業 61.9％となり、その内訳は製造業 1,580人、医療・福祉 1,369人、卸売・小

売業 1,064人、建設業 753人と並ぶ。（国勢調査） 

産業構造は全事業所の内 95％が従業員数 30 人未満の事業所で、主な業種は卸

売・小売業 247、建設業 177、製造業 95、宿泊業・飲食サービス業 85となっている。

（平成 26年経済センサス基礎調査） 

  このように、生産年齢人口が減少しかつ小規模な事業者が多く立地している本地

域では、中小企業者等へ先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図ること

が、本地域経済全体の活性化につながるものである。 

 

 

（２）目標 

   上記のことから、生産性向上特別措置法第 37 条第 1 項の規定に基づく導入促

進基本計画を策定、中小企業者の先端設備等の導入を促し、地域経済の活性化に

つなげる。本計画に基づく先端設備等導入計画について、計画期間中に３件の認

定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるも

のをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

町内の様々な業種・事業において生産性向上を実現するため、経済産業省関係

生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   本町に所在地を置く事業者は町内に広く分布していることから佐用町内全域

とする。 

 

（２）対象業種・事業 

   町内の様々な業種・事業において生産性向上を実現するため、全業種・全事業



 

 

とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

国が同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項  

（１）人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

（２）公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮す

る。 


